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はじめに

第９期中野区健康福祉審議会では、諮問内容のうち、介護保険事業計画の策定、健康

寿命*7の延伸及び高齢者が地域で生活を継続するための方策について、より専門的な審

議を行うための専門部会として、健康・介護・高齢者部会を設置し、検討を行った。

【第９期中野区健康福祉審議会への諮問事項】

１ 中野区健康福祉総合推進計画の改定にあたり、すべての世代がその能力に応じて支

え合う中野区をめざして、同計画に盛り込むべき基本的な考え方、とりわけ、以下の

点に係る意見

⑴ 健康寿命の延伸及びあらゆる高齢者を地域で支えるための総合的な方策について

⑵ 住み慣れた地域で子どもから高齢者まで誰もが生き生きと暮らすために、区、関

係機関、事業者、地域団体等の協働により、多様なサービスが確保されるための

総合的な方策について

⑶ 障害のある人の社会参加を支えるための総合的な方策について

２ 第８期中野区介護保険事業計画の策定にあたり、同計画に盛り込むべき基本的な考

え方について

３ 第６期中野区障害福祉計画・第２期中野区障害児福祉計画の策定にあたり、同計画

に盛り込むべき基本的な考え方について

【健康・介護・高齢者部会への付託事項】

１ ライフステージに応じて健康を維持・増進するための方策について

２ 高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続するための方策について

３ 第８期中野区介護保険事業計画に盛り込むべき基本的な考え方

本報告書は、令和２（2020）年４月から８月までの期間に健康・介護・高齢者部会に

おいて審議した内容を、報告書としてまとめたものである。

なお、介護保険料設定の検討に必要となる制度の詳細が明らかでないため、介護サー

ビス見込量や介護保険料設定の考え方については、国の動向に注視しつつ、今後さらに

審議を重ね、令和３（2021）年２月頃に最終報告を行う予定である。
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第１章 ライフステージに応じて健康を維持・増進するための方策について

令和 22（2040）年頃には、高齢者人口がピークを迎える一方で、現役世代が急激に減

少することとなるが、このような中で社会の活力を維持、向上するためには、健康寿命

を延伸し、高齢者が活動的な生活を送ることが重要である。

生涯を通じた健康づくりとして、子どもの頃から正しい生活習慣や食意識を身につけ

させ、将来の生活習慣病*12予防につなげる。また、高齢者には、フレイル*20（虚弱状

態）予防や介護予防の視点を取り入れた食事、運動を普及し、健康寿命の延伸を図るこ

とが大切である。

１ 子どもから高齢者までの健康づくり

⑴ 子どもたちについては、学校と家庭・地域との連携により、幼い頃から健康につい

て関心を持たせることが重要である。

高齢者については、自らＱＯＬ（生活の質）を充実させる意識を持たせる施策に重

点を置いてもらいたい。

⑵ 野菜の摂取量を増やす取組として、例えば自分で野菜を育て収穫する等の体験の場

を設定し、楽しみながら野菜を食べることにつなげることが有効と考えられる。区民

農園、家庭菜園等の活用を検討してもらいたい。

⑶ まちの薬局は重要な健康ステーションである。かかりつけ薬局推進の取組等によ

り、薬剤師と区民が日常的なつながりを持つことが望ましい。

⑷ 「フレイル」という言葉や概念は、まだ広く一般に認知されていないため、普及啓

発を進めていく必要がある。

その際、「フレイルは可逆的な状態だが、要介護状態になると元には戻れない」と

いうような強調は望ましくない。要介護状態になっても、機能回復等の働きかけによ

って、日常生活の機能を高めることは十分に可能である。

⑸ フレイル予防のためには、高齢者の社会参加を促進し、何らかの役割を持ってもら

うことが大切であるが、今年度区が実施した高齢者調査の結果速報からは、地域での

役割がなく、頼りにされている実感を得られない高齢者が多いことが分かる。高齢者

が家庭や地域において何らかの役割を持てるような取組が必要である。

⑹ 感染症対策は、人の健康の維持や病気の予防という観点で極めて重要な課題であ

る。新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－19）の発生を機に、そのことを再認識

するとともに、計画の中にも位置づける必要がある。
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２ 食育の推進

⑴ 高齢者の食育について、区としての取組の方向を明らかにしていく必要がある。フ

レイル予防の観点では、たんぱく質の摂取がより重要となる。高齢者に推奨される食

事を周知するようなキャンペーンを進めていくことが望ましい。

⑵ 講演会やセミナー等、聴くことを主体とした教育方法だけでなく、料理教室等の実

践的な取組、インターネットやアプリを活用した取組等、多種多様な教育方法、教育

手段、教育素材を用いた食育プログラムを構築し、持続していくことが望ましい。

⑶ 高齢期における健康状態は、長年にわたる生活習慣の積み重ねによって形成され

る。区民の健康づくりを推進するため、若年層に対し、数十年後の自らの健康を意識

できるようなアプローチを検討してもらいたい。

⑷ 新型コロナウイルス感染症の拡大によって、「新しい生活様式*1」の浸透や在宅勤

務のさらなる導入等、区民の生活や働き方が変わってきた。このような変化をチャン

スと捉えて、区民に対して、健康に配慮した食生活へと行動変容できるような働きか

けを意識する必要がある。

３ スポーツ・健康づくり活動の推進

⑴ 運動・スポーツを行っていない者への働きかけは重要だが、消極的な区民に対して

効果を上げるのは限界がある。積極的に運動・スポーツに取り組んでいる区民が仲間

を増やしていく等、他の区民を巻き込んでいくような取組が地域で展開されていくよ

う、支援や環境整備に取り組んでもらいたい。

⑵ 区民の健康寿命を延伸させるために、転倒予防や認知症*17予防といった高齢者向け

の介護予防事業と、地域スポーツクラブ等で実施している運動・身体能力といった活

動レベルの測定を結びつけ、データに基づく運動機能向上の推進に取り組んでもらい

たい。

⑶ 健康で生き生きと暮らせる地域社会を構築する手段として、運動・スポーツは重要

であるが、苦手意識のある区民にも取り組みやすいよう、遊びやゲームといったレク

リエーションや、歌や音楽といった文化活動等と組み合わせて提供する等の工夫をし

てもらいたい。

⑷ 新型コロナウイルス感染症の影響により、「新しい生活様式」に基づき運動・スポ

ーツを実施する必要がある。関係省庁や競技団体のガイドライン等を参考に、事業や
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施設運営において感染症対策を講じるとともに、区内スポーツ団体との情報共有のほ

か、運動・スポーツに取り組む区民への情報提供や普及啓発が必要である。

⑸ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会は延期となったものの、これま

での気運醸成の取組は、障害者スポーツの認知度向上や、ボッチャをはじめとするユ

ニバーサルスポーツ*21の普及等の成果を上げている。

大会開催後も区民の興味や関心が低下しないような普及啓発の取組が重要であると

ともに、誰もが安心できる地域社会を形成するため、運動・スポーツを通じてお互い

の個性を尊重し、支え合う輪を広げていくことが必要である。
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第２章 高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続するための方策

について

介護保険制度が施行された平成 12（2000）年から 20 年が経過し、後期高齢者数の

増加に伴い、さらなる要支援・要介護者の増加、さらに一人暮らし高齢者や高齢者の

みの世帯の増加等、家族だけでは支えきれない世帯の増加が見込まれる。

こうした状況の中で、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい生活を送る

ためには、地域全体で高齢者を支えていくとともに、高齢者自らが持つ能力を最大限

に生かし、要介護状態となることを予防していくことが大切である。そのための取組

として、区では平成 29（2017）年に介護予防・日常生活支援総合事業*3（以下、「総

合事業」という。）が開始され、様々な担い手によるサービスの拡充により介護予

防・生活支援サービス*2が提供されているが、地域における活動の醸成には時間を要

するため、継続的な取組が必要である。

要介護状態になっても住み慣れた中野区で尊厳を保って最期まで生活できるよう、

区は地域包括ケアシステム*16をより深化させ、介護、住まい、生活サービス等を充実

させ、重度化防止にも努めていく必要がある。

１ 介護基盤の整備

高齢者の在宅での生活が限界点を超えたときに施設入所*9を検討することになる

が、ショートステイ*11等の居宅サービス*4の受け皿が拡充されれば、在宅生活を継続

できる高齢者が増加し、施設入所のニーズが低くなるといった相関関係がある。した

がって、施設整備にあたっては、人材の確保との関連や、居宅サービス等を含めた全

体の社会資源のバランスを考慮しつつ検討する必要がある。

⑴ 基盤整備にあたり、事業者としては土地を確保することが難しいこと、また、ど

の地域に参入するかを判断する際には補助金の多寡が影響を及ぼすことから見て、

他の自治体の例も参考にしながら、中野区が選択されるような独自の補助金が必要

である。また、他の自治体との競合だけなく、土地所有者に、土地活用の選択肢の

中から介護施設を選んでもらうための区のバックアップを具体的に示すべきであ

る。さらに、地域の土地等をよく知り、資金面の情報も持つ区内の金融機関等との

連携も検討してもらいたい。

⑵ 整備にあたっての物差しとして、国は高齢者人口を基にした施設整備率*8によっ

て地域における基盤整備の状況を測っているが、要介護認定者数を分母にする等、

より実態を反映できる独自の指数を設定すべきである。
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⑶ 第８期介護保険事業計画は 2040 年までを見据えた計画となるが、基盤整備計画

についても概ね 2040 年までを目途にした施設利用者数の推計を行った上で、当面

の３年間をどうするか考えるべきである。推計にあたっては施設入所者の入所前の

居所も参考にしてもらいたい。2040 年まであと 20 年、これから整備する法人にと

っては高齢者数のピークも考慮しながら、資金の返済等も踏まえた上で整備すべき

かどうか考える時期であるということにも配慮してもらいたい。

２ 介護人材の確保・育成・定着

介護需要の増加に伴い、担い手の確保が重要であるが、介護職に対する一般的なイ

メージは「社会的な意義がある」「やりがいがある」というポジティブなものがある

一方、「きつい」「給料が安い」といったネガティブなものも根強い。介護人材のす

そ野を広げるためのイメージの改善、研修をはじめとする人材育成とキャリアアッ

プ、処遇や職場環境の改善等の定着支援と、それぞれのステージによる取組を総合的

に行うことにより、近い将来、懸念される介護人材の不足に対応していく必要があ

る。

⑴ 区内の高校、専門学校、大学と日常的な連携を深めつつ、介護人材となりうる生

徒・学生への働きかけを行っていくことが大切である。将来の進路を決める時期に

ある高校生には介護職についてのセミナーを実施して意見を聞く等、介護職に対す

るイメージをどのように掴んでいるのか実態を把握する取組が大切であるととも

に、介護職に前向きなイメージを持たせる取組は意義がある。専門学校生や大学生

についても、人材育成のすそ野を広げる意味と、将来の介護分野を任せる人材を区

として育成する意味で教育との関わりを検討してもらいたい。

⑵ 介護人材の定着について、採用者のうち多数が辞めていく実態が続いている。辞

める理由を詳細に把握する必要があるとともに、量の面で達成度が分かりやすくな

るように目標を明確にしてもらいたい。また、外国人の登用だけでなく、元気高齢

者の方がもっと福祉の分野で活躍できるよう、施策を検討してもらいたい。

⑶ 区の研修を計画する際、対象となる職員数を把握した上で多くの職員が参加でき

るように働きかけを行うべきである。また、東京都も様々な研修を行っているた

め、区が行う研修は、東京都が行う研修の実態や状況を見ながら連携を図りつつ行

うべきである。さらに、他区の例も参考にしながら、介護実習や介護体験等につい

て検討してもらいたい。

⑷ 国はこれまで総合的な介護人材対策を様々打ち出してきて、今後さらに講じるべ

き対策についても示しているが、区として、どのような施策が効果的だったのか、

あるいはあまり効果がなかったのかを整理した上で、有効な施策に取り組んでもら
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いたい。

３ 認知症施策の推進

国は令和元年６月に認知症施策推進の大綱を発表した。同大綱においては、認知症

の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、

認知症の人や家族の視点を重視しながら、共生と予防を車の両輪として施策を推進す

ることが示された。

認知症は誰もが罹患する可能性があり、認知症になっても住み慣れた地域で継続し

て暮らせるように地域全体で認知症の方やその家族を支える地域づくりを進める必要

がある。

⑴ 認知症早期発見、早期対応事業の一環として準備を進めている「認知機能検診」

については、「認知機能評価」と「認知症検診」のどちらを目的とするのか、今後

の検討で明確にしていく必要がある。また、区民が自分のこととして捉えられるよ

う、訴求力の高い名称を用いて、効果を高めてもらいたい。

⑵ 今年度区が実施した介護サービス利用調査の結果速報値の特徴として、要介護認

定の原因疾患として認知症の比率が高い等、認知症施策の推進にあたり重要な傾向

が見える。現在実施している事業の評価のみならず、区だからこそ把握できる貴重

なデータを様々な角度から分析し、傾向を捉えながら、広く施策に反映してもらい

たい。

⑶ 認知症の方や要支援・要介護者が在宅での生活を継続していくためには、介護者

の負担軽減は大きな課題である。仕事と家庭の両立支援について、ケアラー*5支援

の観点から、20 歳台や 20 歳未満のケアラーが、それぞれ数は少ないながらいる点

に着目しなければならない。
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第３章 第８期中野区介護保険事業計画に盛り込むべき基本的な考え方

第８期介護保険事業計画の策定にあたっては、国における審議会の議論にあるよう

に、推計人口から導かれる介護需要等を踏まえ、団塊の世代*15が後期高齢者となる

2025 年、さらにその先の 2040 年を見据えたサービスの必要性、必要量を含めた介護

サービス見込み量と保険料の設定を適正に行う必要がある。

そのために、区がこれまで行ってきた事業の実施状況や、区民等を対象に行った

様々な調査の結果等、具体的な数値に基づく客観的な分析や評価を行うとともに、そ

こから浮かび上がる区の課題を明確にすることが重要である。なお、高齢者の介護・

介助を取り巻く課題や問題は、生活保護や障害、ダブルケア*13やトリプルケア*13と多

岐にわたっているため、関係する所管課が連携を図りながら取り組む体制づくりが必

要である。また、介護職員が相談できる体制づくりの中に、主任ケアマネジャー*10の

活用も必要である。

さらに新型コロナウイルス感染症防止という新たな環境下で、上記「高齢者が可能

な限り住み慣れた地域で生活を継続するための方策について」で述べた視点を踏ま

え、保険者としての区の取組をＰＤＣＡサイクル*19の中で評価する国の仕組みに沿っ

て検証しながら、改善に向けた取組を行う必要がある。

１ 介護予防・生活支援サービス

総合事業の創設により、従来の介護事業者による介護予防・生活支援サービスに加

え、地域の活動団体・ボランティア等による住民主体サービス等、様々な主体による

多様なサービスを増やし、地域の実情に合わせた効果的なサービスを提供していくこ

とが求められている。また、介護予防事業の実施にあたっては、新型コロナウイルス

感染症の影響への対策を行っていく必要がある。

⑴ 事業の計画は、新型コロナウイルス感染症の影響を勘案し、感染防止対策に合わ

せて現実的な実施方法を検討すべきである。そのためには介護予防とは何か、介護

予防事業をどのように捉えるべきかを改めて考え、パターン化している介護予防プ

ログラム、介護予防メニューについて、内容や手段等を見直して、もう少し多彩に

合理的にできないかを十分に検討することが必要である。

⑵ 感染症全般についての理解を深める重要な教育・研修・講習や、区報等を用いた

情報提供を行うべきである。医師会や薬剤師会、歯科医師会との連携を図りなが

ら、介護予防に至る健康づくりへのきっかけづくりに努めてもらいたい。

⑶ 高齢者の自立支援の取組が一層必要であるが、やらされるのではなく高齢者自ら

やりたくなるような、モチベーションを向上する仕組みが大切である。「介護予
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防」といわれても、自分が要介護になるイメージがないため事業への参加者が固定

化されてしまっている。具体的に区民にアピールでき、敏感に感じられるような用

語に変える等、言葉の力を活用してもらいたい。また、元気アップセミナー*6や脳

喝（のうかつ）プログラム*18等の介護予防事業は 65 歳以上の区民が対象である

が、予防という観点から見て若い年齢から対象となる事業も実施すべきである。

２ 新型コロナウイルス感染防止下における取組

新型コロナウイルス感染症の拡大により、これまでと異なる「新しい生活様式」が

示され、高齢者の生活や介護保険サービスの提供においても、従前と異なる取組が求

められている。感染症対策を徹底する一方、活動自粛等による心身の健康面への弊害

にも配慮する等、高齢者の健康状態の維持・改善に向けた支援が必要である。

⑴ 介護事業所で新型コロナウイルス感染症が発生した場合等に備え、介護事業所団

体と協議の上、自治体が物資をストックして必要な場所に融通したり、事業所の人

材を他の事業所に送る等の体制を検討している自治体もある。また、介護業と他の

業態（飲食業、サービス業等）とのダブルワーク*14の推奨等、新たな工夫が必要で

ある。

⑵ 新型コロナ感染防止対策で在宅勤務が増えるとともに、介護サービス事業所への

利用自粛が重なることにより、家族の介護負担が増え、虐待に至るケースが増える

等、次に何が起こりうるかを想定して計画を策定しなければならない。
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用語説明

あ行

１ 新しい生活様式

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために、「身

体的距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い」、

「３密（密集、密接、密閉）を避ける」等の対策を取

り入れた生活様式。

か行

２ 介護予防・生活支援サービス

介護予防・日常生活支援総合事業のメニューの一つ。

介護予防を目的として、デイサービスセンター等で生

活機能の維持向上のための体操やレクリエーション等

の支援を日帰りで行う通所サービスと、自分ではでき

ない日常生活上の行為がある場合にホームヘルパー等

が自宅を訪問し、食事の調理や掃除等を利用者ととも

に行い、利用者自身ができることが増えるように支援

する訪問サービスとがある。

３
介護予防・日常生活支援総合

事業

要支援者の生活支援ニーズに対応するため、従来介護

予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪

問介護及び介護予防通所介護を、市町村が地域の実情

に応じて実施する地域支援事業に移行し、要支援者自

身の能力を最大限生かしつつ、既存の介護事業所のほ

かＮＰＯやボランティア等によるサービスを総合的に

提供する仕組みとして、介護保険法の中に位置づけら

れた。

訪問型・通所型サービス等からなる介護予防・生活支

援サービス事業等があり、区においても平成 29 年度か

らサービスの提供を開始した。

４ 居宅サービス

自宅にいながら受けることができる介護サービス。訪

問介護（ホームヘルプサービス）や通所介護（デイサ

ービス）等がある。

５ ケアラー
要介護高齢者や障害者の介護、難病等の看病、病児や

障害児の療育を、無償で行っている者。

６ 元気アップセミナー

短期間で集中的な生活機能の改善を目指す区の講座。

「テキパキ運動機能改善プログラム」、「食べる幸せ

口腔機能改善プログラム」を実施している。
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７ 健康寿命

要介護２以上の認定を受けるまでの平均自立期間のこ

とをいう。現在では、単に寿命の延伸だけでなく、こ

の健康寿命をいかに延ばすかが大きな課題となってい

る（中野区では、要介護２以上の認定を受けていない

年齢で表している）。

さ行

８ 施設整備率
介護保険施設等の整備状況を示す指標で、自治体内の

施設の定員数の合計を 65 歳以上人口で除したもの。

９ 施設入所

一般には、介護サービスを受けられる施設全般への入

所を指すが、ここでは介護保険法に規定されている「介

護保険福祉施設（特別養護老人ホーム）」「介護老人

保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」の

４つの施設への入所を指す。

いずれの施設も居宅での生活が困難になった人が入所

して日常生活の介助を受けるものである。「介護老人

福祉施設（特別養護老人ホーム）」は、常に介護が必

要で、自宅での介護が難しい人が入所して日常生活の

介助等を受けるもの。「介護老人保健施設」は、病状

が安定し、リハビリテーションが必要な人が入所して、

介護や機能訓練を受け居宅への復帰を目指すもの。「介

護療養型医療施設」や「介護医療院」は、病状が安定

し、長期間の療養が必要な人が入所して、医療や看護、

日常生活上の介護を受けるもの。

１０ 主任ケアマネジャー

主任介護支援専門員。平成 18 年度に創設され、ケアマ

ネジャー（介護支援専門員）の中でも所定の研修を受

けた者にのみ与えられる上級資格。ケアマネジャーの

まとめ役となる専門職であるとともに、新人ケアマネ

ジャーの指導・育成・相談に始まり、介護を必要とす

る人のケアプランを作成する際のケアマネジャーへの

支援や相談、事例検討会や会議の開催により、地域の

ケアマネジャーのスキルアップや交流を図ることが求

められる。

１１
ショートステイ（短期入所生

活介護）

介護保険法による居宅サービスの一つで、要介護者ま

たは要支援者について、施設に短期間入所させ、当該

施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日

常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。

１２ 生活習慣病

生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられて

いる疾患の総称をいう。具体的には、がん、脳血管疾

患、心臓病、糖尿病等が指摘されている。
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た行

１３ ダブルケア、トリプルケア

晩婚化と晩産化、少子高齢化の影響により育児と介護

を同時進行で行っている状態をダブルケアといい、こ

れに配偶者や子どもの看病等が加わった状態をトリプ

ルケアという。

１４ ダブルワーク

正社員のような正規雇用をされている者が、本業の給

与を補填する等の目的で本業以外の仕事をかけ持って

いる状態。兼業。

１５ 団塊の世代

日本において、第１次ベビーブームが起きた 1947～

1949 年に生まれた世代を指す。令和２年８月時点で区

内に約 11,000 人おり、2025 年にはすべて 75 歳以上の

後期高齢者になるため、介護サービスの利用が増える

ものと想定される。

１６ 地域包括ケアシステム

住み慣れた地域で、可能な限り自分らしい暮らしを人

生の最期まで続けることができるよう、医療、介護、

予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域の

包括的な支援・サービス提供体制。

な行

１７ 認知症

色々な原因で脳の細胞の働きが失われたり、働きが悪

くなったために様々な障害が起こり、生活する上で支

障が出ている状態（およそ６ヵ月以上継続）を指す。

認知症を引き起こす病気のうち、もっとも多いのは、

脳の神経細胞が脱落する「変性疾患」と呼ばれる病気

であり、アルツハイマー病、前頭側頭型認知症、レビ

ー小体型認知症等がこの「変性疾患」にあたる。

続いて多いのが、脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化等のた

めに、神経の細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなり、

その結果その部分の神経細胞の働きが失われたり、神

経のネットワークが壊れてしまう血管性認知症であ

る。

１８ 脳喝プログラム

認知症予防を目的として、健康運動指導士の指導によ

り座位リズム運動、立位運動等を行い、脳の活性化を

図る介護予防プログラム。

は行

１９ ＰＤＣＡサイクル

「ＰＬＡＮ(計画)」「ＤＯ(実行)」「ＣＨＥＣＫ(評価)」

「ＡＣＴＩＯＮ(改善)」の頭文字をとったもので、計

画から改善までを一つのサイクルとして業務の効率化

を目指す手法の一つ。
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２０ フレイル

高齢者の健康状態と要介護状態の間にある「虚弱状

態」。身体機能の低下、口腔機能の低下、認知・心理

障害、社会的孤立といった様々な要素を含む多面的な

概念であり、この状態が長く続くと、要介護や寝たき

りのリスクが高まる。

一方、フレイルの兆候に早く気づき、適切な対応を行

うことで、健康な状態に戻ることも十分に可能である。

予防・回復の重要なポイントは、栄養、身体活動、社

会参加の「３つの柱」といわれている。令和２（2020）

年度から、後期高齢者健診にフレイルになっているか

をチェックする質問票が導入された。

や行

２１ ユニバーサルスポーツ

年齢、性別、障害の有無等に関わらず一緒に実施でき、

体力、体格等で劣る人も同じように得点獲得や勝敗に

関わることができるよう考案されたスポーツ。
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《資料編》

１ 健康・介護・高齢者部会員名簿

（敬称略、五十音順）

氏 名 職 名 等 備 考

① 石山 麗子
いしやま れ い こ

国際医療福祉大学大学院 教授 副部会長

② 梅原 悦子
うめはら え つ こ

中野地域包括支援センター 管理者

③ 長賀部 美幸
お さ か べ み ゆ き

公募委員

④ 杉谷 美枝子
すぎたに み え こ

公募委員

⑤ 髙松 登
たかまつ のぼる

中野区薬剤師会 会長

⑥ 濱本 敏典
はまもと としのり

中野区体育協会 専務理事

⑦ 原沢 周且
はらさわ ひろかつ

東京都中野区歯科医師会 副会長

⑧ 宮原 和道
みやはら かずみち

中野区介護サービス事業所連絡会 副会長

⑨ 武藤 芳照
む と う よしてる 東京健康リハビリテーション総合研究所 所長、

東京大学 名誉教授、医学博士
部会長

⑩ 渡邉 仁
わたなべ ひとし

中野区医師会 副会長

⑪ 渡部 金雄
わ た べ か ね お

中野区民の健康づくりを推進する会 会長
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２ 健康・介護・高齢者部会における審議内容

日 時 議 題

第
１
回

4 月

(書面開催)

【審議事項】

・部会長の選出

【報告事項】

・付託事項の確認

第
２
回

5 月

（書面開催）

【審議事項】

・中野区健康福祉総合推進計画について

・介護保険制度の状況について

・運動実施率の向上について

・スポーツ活動の状況について

【報告事項】

・高齢福祉・介護保険サービス意向調査の実施について

・新型コロナウイルス感染症の対応状況及び医療体制について

第
３
回

6 月 16 日(火)

19 時～21 時

【審議事項】

・副部会長選出

・オリンピック・パラリンピック気運醸成及び大会開催後の

スポーツ振興について

・子どもから高齢者までの健康づくりについて

・食育の推進について

【報告事項】

・第２回議事へのご意見・ご質問及び事務局からの回答

第
４
回

7 月 10 日(金)

19 時～21 時

【審議事項】

・介護予防・生活支援サービスの取組み

・高齢者サービスについて

・認知症施策について

【報告事項】

・介護サービス給付実績について

・高齢福祉・介護保険サービス意向調査速報について

第
５
回

8 月 6 日(木)

19 時～21 時

【審議事項】

・特養・グループホーム等施設の整備を進めるための方策に

ついて

・中野区の介護事業所における人材の質・量の確保を図るため

の方策について

【報告事項】

・第８期介護保険事業計画の基本指針について

・「中野区健康福祉総合推進計画２０１８」進捗状況について
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３ 配付資料一覧

第２回 健康・介護・高齢者部会

資料１－１ 「中野区健康福祉総合推進計画」「中野区介護保険事業計画」「中野

区障害福祉計画」「中野区障害児福祉計画」について

資料１－２ 第９期中野区健康福祉審議会及び「健康福祉総合推進計画 2021」「第

８期介護保険事業計画」「第６期障害福祉計画」「第２期障害児福祉

計画」策定スケジュール（案）

資料２－１ 介護保険制度改正の見込み等について

資料２－２ 中野区介護保険の運営状況（平成 30 年度）について

資料３ 運動実施率の向上について

資料４ 区内の主なスポーツ支援団体の活動の状況について

資料５－１ 令和２年度健康福祉サービス等に関する意識調査及び意向調査の実施

について

資料５－２ 令和２年度（2020 年度）高齢福祉・介護保険サービス意向調査

≪高齢者調査≫調査票

資料５－３ 令和２年度（2020 年度）高齢福祉・介護保険サービス意向調査

≪介護サービス利用調査≫調査票

資料５－４ 令和２年度（2020 年度）高齢福祉・介護保険サービス意向調査

≪ケアマネジャー≫調査票

資料６ 新型コロナウイルス感染症に係る区の対応状況について

別紙 第９期中野区健康福祉審議会 健康・介護・高齢者部会 ９月までの

開催日程について

第
６
回

9 月 8 日(火)

19 時～21 時

【審議事項】

・健康・介護・高齢者部会報告書（案）について
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第３回 健康・介護・高齢者部会

資料１ オリンピック・パラリンピック気運醸成及び大会開催後のスポーツ振

興について

資料２－１ 区民の健康づくりについて

資料２－２ 健康寿命の更なる延伸（健康寿命延伸プラン）

資料２－３ フレイル予防 健康寿命のための『３つの柱』

資料２－４ まちの環境づくりの先進事例 足立区

資料２－５ 平均寿命と 65 歳健康寿命

資料３－１ 食育の推進について

資料３－２ 東京都食育推進計画（概要）

資料３－３ 平成 29 年 東京都民の健康・栄養状況

資料４ 令和元年度健康福祉に関する意識調査報告書抜粋

資料５ 第２回部会議事の主な意見・質問及び回答まとめ

資料６ 第３回部会議事 書面意見・質問まとめ

参考１ 第９期中野区健康福祉審議会 健康・介護・高齢者部会事務局名簿

参考２－１ 現計画と次期計画の変更点

参考２－２ 【変更後】第９期中野区健康福祉審議会及び各計画策定スケジュール

（予定）

参考３ 中野区スポーツ・健康づくり推進計画

・日本転倒予防学会第７回学術集会「人生 100 年時代の転倒予防～身近な転倒を再考

する～」チラシ【武藤部会長 提供分】

第４回 健康・介護・高齢者部会

資料１ 区として議論していただきたい論点

資料２ 総合的な介護予防・生活支援の推進について

資料３ 中野区基本チェックリスト様式
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資料４ 2019 年度までのサービスの類型（中野区の場合の整理）

資料５ 中野区住民主体サービスのご案内

資料６ 2019 年度 なかの元気アップセミナー実施案内

資料７ 介護保険給付外の高齢者在宅サービス

資料８ 認知症施策について

資料９ 2019 年度認知症サポーター養成講座チラシ

資料 10 平成 31 年度介護サービス・介護予防サービス給付実績の概要について

資料 11－１ 高齢者調査 速報集計表

資料 11－２ 介護サービス利用調査 速報集計表

資料 11－３ ケアマネジャー調査 速報集計表

別紙参考 元気で長生きのヒ・ケ・ツ

別紙参考 あなたの生活を支える生活支援サービス

別紙参考 なかの元気アップ運動 築き編

別紙参考 中野区版認知症ケアパス 認知症あんしんガイド

別紙参考 中野区オレンジカフェ連絡会リーフレット

第５回 健康・介護・高齢者部会

資料１ 特養等施設の整備の推進及び介護人材の質・量の確保のための方策に

ついて

資料２ 中野区介護保険サービス等基盤整備状況

資料３ 在宅生活改善調査 集計結果

資料４ 居所変更実態調査 集計結果

資料５ 介護職のキャリアパスと区の定着支援事業の関係

資料６ 区の介護サービス事業所研修実績

資料７ 国の総合的な介護人材確保対策（主な取組）

資料８ 都の介護人材に係る事業（東京都福祉保健財団令和２年度事業案内よ
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り抜粋）

資料９ 介護人材実態調査 集計結果

資料 10 令和７年（2025 年）における中野区の介護人材必要数（第７期介護保

険事業計画に基づく推計）

資料 11 第８期介護保険事業計画の基本指針について

資料 12 「中野区健康福祉総合推進計画 2018」進捗状況一覧（令和２（2020）

年３月時点）

第６回 健康・介護・高齢者部会

資料１ 第９期中野区健康福祉審議会 健康・介護・高齢者部会 第１次報告

書（案）

資料２ 第９期中野区健康福祉審議会 健康・介護・高齢者部会 第１次報告

書（案）概要


